
令和６年７月公表分〔本庁（出先機関を含む）〕 （業務委託）

1
知事直轄
消防保安課

防災相互無線機器
移設業務

令 和 6 年 6 月 3 日
（株）藤山電気工学社
岡山市中区乙多見４４１－
１６

1,298,000

　防災相互無線は、コンビナート災害発生時に情報連絡等を実
施するため、水島港湾事務所等に設置された無線設備で、本設
備は、左記業者が設計・構築したものであり、設備構造及び設
置機器を熟知していることから、当該業者以外で迅速かつ的確
に移設が行える者がいないため。

第 ２ 号

2
環境文化部
脱炭素社会推進課

岡山県内における
温室効果ガス排出
量の算定・分析業
務

令 和 6 年 6 月 4 日

中外テクノス（株）岡山営
業所
岡山市北区西古松２３７－
１２６

1,744,600
　温室効果ガス排出量の算定については、経年的な推移を把握
する必要があり、計画策定時と同手法による算定が欠かせない
ことから、競争入札には適さない。

第 ２ 号

3
環境文化部
自然環境課

令和６年度岡山県
みどりの大会開催
業務委託

令 和 6年 6月 17日
（公社）岡山県緑化推進協
会
岡山市北区錦町１－８

4,191,000

　（公社）岡山県緑化推進協会は、緑化の推進に取り組むとと
もに、これに係る県民の活動を幅広く支援することにより県土
の緑化に寄与することを目的として、県や市町村をはじめ、林
業や農業はもとより、商工関係の団体や様々な企業等で構成さ
れており、法律に基づいて緑の募金を用いた森林整備事業等を
実施することができる県内唯一の団体に指定されており、協会
の事業と一体的に実施することにより、高い相乗効果が期待で
き、当該業務の企画・運営に精通している唯一の団体である。

第 ２ 号

4
保健医療部
医療推進課

保健師助産師看護
師実習指導者講習
会

令 和 6年 5月 27日
（公社）岡山県看護協会
岡山市北区兵団４－３１

3,039,000

　当該事業は、看護教育の充実、向上のため、県内病院等の看
護職員に対して、看護教育における実習指導者となるための講
習会を開催する事業である。事業を効果的に実施するために
は、看護基礎教育における実習指導に精通していることが不可
欠であることから、岡山県看護協会のみが唯一当該事業を実施
できる団体であり、契約の目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

5
保健医療部
健康推進課

国保ヘルスアップ
支援事業（糖尿病
性腎症重症化予防
事業）

令 和 6 年 6 月 1 日

（大）岡山大学岡山大学病
院
岡山市北区鹿田町２－５－
１

8,830,000

　本事業は、糖尿病性腎症重症化予防のための市町村職員、医
師等医療従事者を対象とした研修会の開催、糖尿病に関する専
門的知識が必要となるテキスト等の作成を行うものである。上
記業者は、糖尿病センターを有し、糖尿病に関する高度な専門
知識を有する医療従事者が在籍しており、事業の目的を達成で
きる業者は他にないため。

第 ２ 号

6
保健医療部
疾病感染症対策課

令和６年度がん患
者を対象とした地
域歯科保健医療の
実態調査及び基盤
整備事業

令 和 6 年 4 月 1 日

（大）岡山大学岡山大学病
院
岡山市北区鹿田町２－５－
１

1,350,000

　岡山大学病院は、県内最多で豊富ながんの診療実績を有し、
岡山県がん診療連携拠点病院（厚生労働省指定）として、県内
のがん診療の質の向上や、診療の連携体制の構築に中心的な役
割を担っているとともに、歯科部門についても豊富な実績を有
していることから、当該事業をこの他に実施できる者は他にい
ないため。

第 ２ 号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。
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7
保健医療部
疾病感染症対策課

令和６年度地域連
携･多職種協働周術
期管理モデル普及
事業

令 和 6 年 4 月 1 日

（大）岡山大学岡山大学病
院
岡山市北区鹿田町２－５－
１

13,233,000

　岡山大学病院は、全国に先駆けて周術期管理センターを設置
運営し、周術期に関する豊富な知識や経験を有しており、周術
期に携わる多様な職種の人材を有している。また、県内におい
て中核となる大学病院として、病院と地域の医療機関間の連携
促進に関し中心的役割を担うことができる唯一の団体であるた
め。
　また、県が実施した平成26～29年度地域連携・多職種協働周
術期管理パス普及事業及び平成30～令和５年度地域連携・多職
種協働周術期管理モデル普及事業についても受託していること
から、効率的かつ着実な事業実施が見込まれる。

第 ２ 号

8
保健医療部
疾病感染症対策課

令和６年度心疾患
医療連携体制整備
事業

令 和 6 年 6 月 4 日

（大）岡山大学岡山大学病
院
岡山市北区鹿田町２－５－
１

1,100,000

　本事業内容を的確に遂行するためには、本事業に係る専門的
知識を有することが必須である。また、地域の医療従事者等を
対象に専門的な研修を全県的に行うために、県内医療機関等と
の円滑な協力関係が不可欠であり、上記業者選定理由から、契
約の性質及び目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

9
子ども･福祉部
障害福祉課

令和６年度かかり
つけ医等発達障害
対応力向上事業等

令 和 6年 6月 14日

（地独）岡山県精神科医療
センター
岡山市北区鹿田本町３－１
６

1,803,385

　本事業は、発達障害のある人のライフステージを通じた支援
のために、県内の幅広い医療従事者等を対象として、早期発
見・早期支援や他領域との連携による包括的支援等のための対
応力の向上を図ることを目的とした専門性の高い研修を実施す
るとともに、支援施策に対する専門医療の視点に基づく助言を
受けるものであり、委託先としては県内には他にないため。

第 ２ 号

10
子ども・福祉部
子ども未来課

ももっこアプリ機
能強化・運用保守
業務

令 和 6 年 4 月 1 日
（株）両備システムズ
岡山市南区豊成２－７－１
６

9,049,260

　本業務は、令和６年１月１５日から運用を開始しているも
もっこカードアプリ版（ももっこアプリ）について、結婚応援
パスポートに係る機能の追加など、アプリ機能の強化を行い、
利用者の利便性向上とアプリのさらなる普及につなげること
で、地域の企業等と連携した結婚・子育て応援サービスの提供
を促進し、社会全体で結婚や子育てを温かく応援する気運の醸
成を図ることを目的としている。
　株式会社両備システムズは、ももっこアプリに係る開発・運
用業務を受託しており、当該アプリの機能拡張を効率的かつ効
果的に実施できる唯一の事業者であることから、当該法人を相
手方とした随意契約を行うものである。

第 ２ 号

11
子ども・福祉部
子ども未来課

少子化対策に挑戦
する市町村バック
アップ事業

令 和 6 年 5 月 7 日
（株）大広西日本
岡山市北区本町６－３６ 第
一セントラルビル４階

8,199,000

　本業務は、令和５年度に玉野市、瀬戸内市、矢掛町、奈義
町、美咲町を対象に実施した「少子化対策に挑戦する市町村
バックアップ事業」について、令和６年度に新たな５市町村を
対象に実施するものである。
　令和５年度に国の地域アプローチを活用したワークショップ
等の事業スキームを構築しており、同様の事業スキームを他の
事業者で実施することは困難であり、これまでのワークショッ
プ等を踏まえた事業実施が確実に実施されることが見込まれ、
当該事業を効果的かつ効率的に実施できる唯一の事業者である
ことから、当該事業者と契約を行うものである。

第 ２ 号
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№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

12
子ども・福祉部
子ども未来課

リレートーク・シ
ンポジウム内容新
聞広告実施業務

令 和 6 年 6 月 1 日
（株）山陽新聞社
岡山市北区柳町２－１－１

9,570,000

　本業務は、優良企業経営者等の子育て支援に係るインタ
ビュー記事の新聞紙面掲載及びシンポジウム内容の紙面掲載を
行い、令和６年度中に開催する経営者等が前向きに子育て支援
に取り組む意識を高めるためのシンポジウム前後での機運醸成
を図るものである。
　山陽新聞社が発行している山陽新聞は、全県を網羅し県内最
大である６割以上の購読率を占めており、最も効果的に本事業
の目標を達成できる唯一の業者であるため。

第 ２ 号

13
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日

（大）岡山大学岡山大学病
院
岡山市北区鹿田町２－５－
１

2,724,059

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号

14
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日
（公財）慈圭会
岡山市南区浦安本町１００
－２

2,693,686

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号

15
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日
（学）川崎学園
倉敷市松島５７７

2,724,059

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号
単価契約
5,557,200円

16
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日
（社医）全仁会
倉敷市老松町４－３－３８

4,292,981

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号

17
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日
（医）梁風会
高梁市落合町阿部２２００

4,280,939

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号

18
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日
（一財）江原積善会
津山市一方１４０

2,724,059

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号
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19
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日
（医社）きのこ会
笠岡市東大戸２９０８

4,294,554

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号

20
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
認知症疾患医療セ
ンター運営事業

令 和 6 年 4 月 1 日
（医社）井口会
真庭市上市瀬３６８

1,057,150

　当該業務は、認知症疾患に関する鑑別診断と初期対応、周辺
症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談及び地域保健
医療・介護関係者との連携等を目的としており、国と協議の
上、県が指定している「認知症疾患医療センター」にしか行え
ない業務であるため。

第 ２ 号

21
子ども・福祉部
長寿社会課

令和６年度岡山県
地域リハビリテー
ションリーダー育
成・広域派遣事業

令 和 6 年 4 月 1 日

岡山県リハビリテーション
専門職団体連絡会
岡山市北区大供３－２－１
８

3,000,000

　当該団体は、本事業の実施にあたり、市町村からのリハビリ
テーションの技術支援に関する相談及び医療機関等に勤務する
リハビリテーション専門職の派遣調整を行うために、（一社）
岡山県理学療法士会、（一社）岡山県作業療法士会、（一社）
岡山県言語聴覚士会により結成されたものであり、当該団体以
外に同様の機能を有する団体は存在しないため

第 ２ 号

22
農林水産部
耕地課

岡山ため池保全管
理サポートセン
ター強化事業

令 和 6年 5月 29日

岡山県土地改良事業団体連
合会
岡山市北区内山下１－３－
７

29,975,000

　本事業は、市町村への支援強化として、市町村に具体的な対
策を積極的に働きかけ、ため池の改修や廃止など防災・減災対
策を加速化させる業務である。　実施にあたっては、ため池を
管理する市町村との調整、技術的助言や指導を行う必要がある
ことから、次の①～③の条件を満たすとともに、市町村等ため
池管理者からの相談対応業務を行う「岡山ため池保全管理サ
ポートセンター」と一体的に行う必要がある。

①ため池保全管理に関する施策を熟知しており、市町村等から
の施策に関する相談に対応した実績がある。
②ため池の現場技術に精通し豊富な経験を有し、市町村等ため
池管理者からの要請により、ため池の改修・廃止に対する技術
的な支援を行った実績がある。
③災害により被災したため池の応急対策について、市町村から
の要請により、技術的な助言・指導を行った実績がある。

　岡山県土地改良事業団体連合会は、市町村を会員として組織
され、①～③の条件を満たす唯一の団体であるとともに、「岡
山ため池保全管理サポートセンター」の運営事業を受託してい
る団体であり、契約の性質又は目的が競争入札には適さないた
め、随意契約とする。

第 ２ 号

4



№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

23
農林水産部
耕地課

令和6年度水防テレ
メータシステム改
修業務

令 和 6年 6月 28日

パナソニックコネクト(株)
現場ソリューションカンパ
ニー
西日本社
大阪府大阪市淀川区宮原４
－５－４１

18,700,000

　河川課が所有する水防テレメータシステムは、左記の者が一
体的に独自開発し、以降、保守・改良を行っているシステムで
ある。水防テレメータシステムの改修作業は、運用状態を保持
しながら実施するため、当該システムの運用に支障を与えるこ
となく、かつ保守責任の範囲を明確にして行う必要があり、同
社以外が実施することは困難である。また、通信制御装置や観
測機器など多岐及び相互に連携する機器に障害が生じた場合、
迅速に復旧する技術及び知識を有している必要がある。同社
は、システムに精通し、かつ、これまでの本県との契約状況を
鑑みて信頼できる業者であり、適正かつ迅速な対応が実施でき
るものである。
　以上のことから、本業務を円滑かつ確実に履行できる者は同
社のみであり、契約の性質又は目的が競争入札に適しないた
め。

第 ２ 号

24
農林水産部
治山課

令和６年度森林ク
ラウド造林補助事
業管理改良業務

令 和 6 年 6 月 5 日

応用地質（株）　岡山営業
所
岡山市北区桑田町１８－２
１

4,103,000

　森林クラウドは、応用地質（株）が開発したシステムであ
り、プログラムの一部の著作権を保有していることから、応用
地質（株）が業務を遂行できる唯一の業者であり、契約の性質
又は目的が競争入札に適しないため。

第 ２ 号

25
農林水産部
治山課

令和６年度少花粉
スギ・ヒノキ苗木
安定生産対策業務

令 和 6年 6月 17日
岡山県山林種苗（協組）
津山市山下５３

1,153,000

　本業務に必要な県産少花粉苗木（幼苗）を現に有しているの
は1団体（岡山県山林種苗(協組)）のみであり、本業務を実施
できる唯一の団体であることから、契約の性質又は目的が競争
入札に適しないため。

第 ２ 号

26
土木部
技術管理課

令和６年度
岡山県電子入札共
同利用システム改
修業務
（Weblogic12cバー
ジョンアップ作
業）

令 和 6 年 6 月 3 日
東芝デジタルソリューショ
ンズ（株）中国支社
広島市中区鉄砲町７－１８

1,285,812

　当該業務は、平成28年度に県が実施した岡山県電子入札共同
利用システム構築業務委託プロポーザル競技において、システ
ムの性能及びコスト、保守、研修体制等を総合的に評価・選定
され構築された岡山県用の電子入札システムについて、改修を
するものであり、システムの著作権を同社が保有している。こ
のため、同社以外のものが業務を行うことはできないことか
ら、契約の性質又は目的が競争入札に適さない。

第 ２ 号

27
土木部都市局
都市計画課

児島湖流域下水道
浄化センター下水
道総合地震対策計
画策定業務

令 和 6 年 6 月 7 日
日本下水道事業団
東京都文京区湯島２－３１
－２７

16,400,000

　本業務にあたっては土木・建築・機械・電気・化学等、各種
分野の総合的技術力をもって遂行する必要がある。
　このような条件を満足する委託先は限定されることから、本
契約はその契約方法が競争入札に適さない。
　次に、左記事業団は、地方公共団体の出資により国土交通大
臣の許可を受け設立された地方共同法人であり、下水道施設に
関する専門技術者及び優れた技術力を擁し、耐震設計等に関す
る豊富な経験と実績を有している。
　また、児島湖流域下水道浄化センターの建設当初から処理場
建設等の業務を受託しており、児島湖流域下水道浄化センター
の現場状況や施設設計に精通していることから、本県の代行・
支援機関として多岐にわたる事務を遂行できると期待されるた
め。

第 ２ 号
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